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室
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次
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室
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の
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精
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を

担

当
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る
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関

の
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定
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定
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サ
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業
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の
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課

○
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定
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等

の

指

定

〃

○
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定
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サ
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ス

等

の
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業

の
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〃

○

道

路

の

区
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変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公
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】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

設
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認
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の
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生

活
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○
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定

非

営
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活

動
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人
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定

款

変

更

の

認

証

の

〃
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○

開

発

許

可
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受

け

た

開

発

行

為

に

関

す
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工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了

○
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般
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の
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会
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
十
五
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申

請
の

概
要

(
1
)

申
請

者
の

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

並
び

に
法

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
の

氏
名

名
称

美
作

市

住
所

美
作

市
栄

町
3
8－

２

氏
名

美
作

市
長

萩
原

誠
司

(
2
)

工
場

又
は

事
業

場
の

名
称

及
び

所
在

地

名
称

大
芦

高
原

国
際

交
流

の
村

所
在

地
美

作
市

上
山

1
7
3
5
－

１
他
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 新 設 新 設 新 設

66の３－イ
66の３－イ

旅館業の用に供するち
旅館業の用に供するち

ゅう房施設
ゅう房施設

66の３－イ
（世界のバンガロー棟 （新バンガロー棟ちゅ 旅館業の用に供するち 66の３－ロ

種 類 ちゅう房16①（ドイツ う房11①（トルコ館）， ゅう房施設 旅館業の用に供する洗

館），17①（日本館）， 12①（ハンガリー館）， （湖畔のバンガロー棟 濯施設

18①（フランス館）， 13①（スペイン館）， ちゅう房１①～10①） （Ｂ，Ｃ）

19①（イタリア館）， 14①（デンマーク館），

20①（イギリス館）） 15①（オーストラリア
館））

16①～18①：24食／日
11①～14①:15食／日

能 力
×３基（各棟１基）

×４基（各棟１基）
18食／日×10基（各棟 Ｂ：10ｋｇ／回

19①，20①：36食／日 15①:30食／日 １基） Ｃ：10ｋｇ／回
×２基（各棟１基）

工 事 着 手 予 定 年 月 日 既設 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 既設 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 同左

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 断続３時間 同左 同左 断続７時間
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 3.2 4.5 2.0 2.8 4.0 5.6 1.5 3.0
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 320 400 200 300
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 240 300 200 250

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 240 300 同左 同左 120 150

油 分（㎎／Ｌ） 32 40 3 5

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 32 40 20 20

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 6 8 3 3

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。
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区 分 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

66の３－ハ
旅館業の用に供する入

66の３－ハ 66の３－ハ
浴施設

旅館業の用に供する入 旅館業の用に供する入 66の３－ハ （新バンガロー棟浴室

種 類 浴施設 浴施設 旅館業の用に供する入 11②（トルコ館），12

（湖畔のバンガロー棟 （湖畔のバンガロー棟 浴施設 ②（ハンガリー館），

浴室） 浴室１②～10②） （新バンガロー棟浴室） 13②（スペイン館），
14②（デンマーク館），
15②（オーストラリア
館））

能 力 265Ｌ×10基 300Ｌ×10基（各棟１
265Ｌ×10基

200Ｌ×５基（各棟１
基） 基）

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 既設 － 既設

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 既設 － 既設

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに － 許可後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ ５時間（17～22時） 同左 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 2.88 3.60 4.2 5.9 2.88 3.60 2.1 2.9
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 5.8～8.6 5.8～8.6
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 48 60
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 40 50

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 48 60 同左 同左 同左

油 分（㎎／Ｌ） 3 5

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 16 20

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 2 3

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
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区 分 廃 止 廃 止

66の３－ハ 66の３－ハ

種 類 旅館業の用に供する入 旅館業の用に供する入
浴施設 浴施設
（家族風呂棟内風呂） （家族風呂棟露天風呂）

能 力 265Ｌ×５基 600Ｌ×５基

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － －

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － －

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － －

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ ５時間（17～22時） 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 1.44 1.80 0 3.0
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 5.8～8.6 5.8～8.6
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 48 60
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 40 50

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 48 60 同左

油 分（㎎／Ｌ） 3 5

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 16 20

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 2 3

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
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(4) 汚水等の処理施設に関する事項

区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 合併処理浄化槽 同左

種 類 及 び 型 式 し尿処理施設，合併処理 同左

構 造 処理槽：ＦＲＰ製 同左機械室：ＲＣ造

主 要 寸 法
処理槽：Ｗ6.30ｍ×Ｌ25.43ｍ×Ｈ3.44ｍ

同左機械室：Ｗ3.36ｍ×Ｌ5.76ｍ×Ｈ2.50ｍ

能 力 880人槽，165㎥／日 同左

処 理 の 方 法 凝集剤添加膜分離活性汚泥方式 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 着工後直ちに

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 完成後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左
の概要

使用時における 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該汚水等の処 区 分
理施設による処 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
理前及び処理後
の汚水等の汚染 水 量（㎥／日） 129.8 165.0 129.8 165.0 122.6 165.0 122.6 165.0
状態の通常の値
及び最大の値並 ｐ Ｈ 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6
びに当該汚水等
の通常の量及び ＢＯＤ（mg／Ｌ） 128 160 10 20
最大の量

ＣＯＤ（mg／Ｌ） 88 110 10 20

Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 160 200 5 10
同左

油 分（mg／Ｌ） 20 25 3 5

Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 40 50 20 30

Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 4 5 1 2

大腸菌群数（個／㎤） 無数 無数 3,000以下 3,000
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(5) 排水口に関する事項

排 水 口 番 号 Ｎｏ．１ Ｎｏ．１（雨水を含む）

変 更 前 変 更 後
区 分

通 常 最 大 通 常 最 大

水 量（㎥／日） 129.8 219.0 122.7 190.3

ｐ Ｈ 5.8～8.6 5.8～8.6

ＢＯＤ（mg／Ｌ） 10 20

ＣＯＤ（mg／Ｌ） 10 20

Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 5 10
同左

油 分（mg／Ｌ） 3 5

Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 20 30

Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 1 2.3

大腸菌群数（個／㎤） 3,000以下 3,000

ふっ素（mg／Ｌ） - - 0.32 3

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 平成29年９月５日から同月26日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び美作市役所
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
十
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
五
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
こ
や
ま

総
社
市
清
音
上
中
島
二
三
九
番
地
四

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
五
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

更
新
年
月
日

ザ
グ
ザ
グ
薬
局
下
市
店

赤
磐
市
下
市
三
六
四－

三

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ふ
く
ろ
う
ヘ
ル
プ

２

所
在
地

岡
山
県
勝
田
郡
勝
央
町
平
八
六
五
番
地

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
永
心

２

所
在
地

岡
山
県
勝
田
郡
勝
央
町
平
八
六
五
番
地

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
三
六
〇
〇
六
一
二

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

高
寿
園
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
下
高
倉
西
一
五
八
一
番
地
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
津
山
福
祉
会
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２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
下
高
倉
西
字
ビ
シ
ヤ
コ
谷
一
五
八
一
番
一

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
三
〇
二
三
四
五

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
及
び
第
五
十
三
条
第
一

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
ィ
い
や
し
の
杜
備
前

２

所
在
地

岡
山
県
備
前
市
浦
伊
部
七
二
一
番
地

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
廣
仁
会

２

所
在
地

岡
山
県
岡
山
市
中
区
海
吉
一
四
四
七
番
地
七

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
一
一
〇
〇
八
〇
五

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

平成２９年９月５日　岡山県公報　第１１９２０号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
五
十
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

マ
ヤ
薬
局
小
田
中
店

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
小
田
中
一
三
一
〇－

一
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
マ
ヤ
薬
局

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
本
町
三
丁
目
六
番
地

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
三
十
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
三
〇
〇
二
九
九

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

福
祉
用
具
貸
与

特
定
福
祉
用
具
販
売

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路

線

名

三
七
三
号

三

道
路
の
区
域

区

域

新
旧

幅

員

延

長

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

英
田
郡
西
粟
倉
村
大
字
影
石
字
与
右
エ
門
田
三

四
三
番
一
地
先
か
ら

新

一
一
・
〇
～

二
六
六
・
〇

英
田
郡
西
粟
倉
村
大
字
影
石
字
牛
久
四
二
〇
番

三
八
・
〇

二
地
先
ま
で

英
田
郡
西
粟
倉
村
大
字
影
石
字
与
右
エ
門
田
三

四
三
番
一
地
先
か
ら

旧

一
一
・
〇
～

二
六
六
・
〇

英
田
郡
西
粟
倉
村
大
字
影
石
字
牛
久
四
二
〇
番

一
七
・
八

二
地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路

線

名

四
二
九
号

三

道
路
の
区
域

区

域

新
旧

幅

員

延

長

平成２９年９月５日　岡山県公報　第１１９２０号



別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

倉
敷
市
阿
知
一
丁
目
六
〇
〇
番
五
地
先
か
ら

新

一
九
・
〇
～

一
八
五
・
〇

倉
敷
市
昭
和
一
丁
目
五
八
五
番
九
地
先
ま
で

三
一
・
〇

倉
敷
市
阿
知
一
丁
目
六
〇
〇
番
五
地
先
か
ら

旧

一
九
・
〇
～

一
八
五
・
〇

倉
敷
市
昭
和
一
丁
目
五
八
五
番
九
地
先
ま
で

二
八
・
五

平成２９年９月５日　岡山県公報　第１１９２０号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

路

線

名

区

間

供

用

開

始

種

類

年

月

日

一
般
国

四
二
九
号

倉
敷
市
阿
知
一
丁
目
六
〇
〇
番
五
地
先
か
ら

平
成
二
十
九

道

倉
敷
市
昭
和
一
丁
目
五
八
五
番
八
地
先
ま
で

年
九
月
五
日

平成２９年９月５日　岡山県公報　第１１９２０号



〔
三
八
七
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
三
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
つ
く
ぼ
片
山
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

三

代
表
者
の
氏
名

滝
口

美
保

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
帯
高
七
二
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
社
会
に
対
し
て
、
岡
山
県
倉
敷
市
帯
高
に
残
る
古
民
家
で
あ
る
「
つ
く
ぼ
片

山
家
」
の
保
存
・
活
用
と
文
化
芸
術
の
継
承
に
関
す
る
事
業
等
を
行
い
、
人
と
人
、
人
と
地
域
が
つ

な
が
る
ま
ち
づ
く
り
や
地
域
包
括
ケ
ア
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

平成２９年９月５日　岡山県公報　第１１９２０号



〔
三
八
八
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
三
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
岡
山
県
ス
ケ
ー
ト
連
盟

三

代
表
者
の
氏
名

小
嶋

光
信

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
岡
南
町
二
丁
目
三
番
三
〇
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
岡
山
県
に
お
け
る
ス
ケ
ー
ト
競
技
を
代
表
す
る
団
体
と
し
て
、
県
内
の
ス
ケ
ー
ト

競
技
団
体
及
び
競
技
者
並
び
に
愛
好
家
に
対
し
て
、
競
技
活
動
の
支
援
及
び
競
技
の
普
及
に
関
す
る

事
業
を
行
い
、
岡
山
県
内
に
お
け
る
ス
ケ
ー
ト
競
技
の
健
全
な
普
及
振
興
並
び
に
青
少
年
を
は
じ
め

と
す
る
県
民
の
心
身
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

役
員
に
関
す
る
事
項

平成２９年９月５日　岡山県公報　第１１９２０号



〔
三
八
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
久
米
字
七
ノ
坪
二
七
五－

一
、
二
七
五－

二
、
二
七
五－

三

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
中
央
二
丁
目
七－

二
六
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
ロ
イ
ヤ
ル
セ
ブ
ン
五
〇
一

斎
藤

隼

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
三
号
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〔
三
九
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
総
社
字
新
田
後
一
六
一
九－

一
三
、
一
六
二
二－

二
七

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
中
央
一
丁
目
五－

二
五
サ
ン
テ
メ
ゾ
ン
Ⅱ
三
〇
一
号
室

矢
吹

和
也

矢
吹

愛
未

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
二
七
号

平成２９年９月５日　岡山県公報　第１１９２０号



〔
三
九
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

赤
磐
市
桜
が
丘
西
六
丁
目
八－

一
四

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

岡
山
市
北
区
野
田
四
丁
目
六－
一
〇

大
和
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社

岡
山
支
社

支
社
長

向
井

和
也

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
六
二
号

平成２９年９月５日　岡山県公報　第１１９２０号



〔
三
九
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

赤
磐
市
桜
が
丘
西
六
丁
目
八－

一
四

二

公
共
施
設
の
種
類

道
路
、
下
水
道

三

位
置
及
び
区
域

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る
。
）

四

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

岡
山
市
北
区
野
田
四
丁
目
六－

一
〇

大
和
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社

岡
山
支
社

支
社
長

向
井

和
也

五

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
六
二
号

平成２９年９月５日　岡山県公報　第１１９２０号



〔
三
九
三〕

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入

札
を
実
施
す
る。

平
成
二
十
九
年
九
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
調

達
内

容

(
1
)

借
入

件
名

及
び

数
量

岡
山

県
警

察
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
端

末
7
3
8
式

(
2
)

借
入

物
件

の
特

質
等

入
札

説
明

書
及

び
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
端

末
借

入
仕

様
書
（

以
下
「

仕
様

書
」
と

い
う

。
）
に

よ
る

。

(
3
)

借
入

期
間

平
成

3
0
年

２
月

１
日

か
ら

平
成

3
5
年

１
月

3
1
日

ま
で

(
4
)

借
入

場
所

入
札

説
明

書
に

よ
る

。

(
5
)

入
札

方
法

入
札

金
額

は
，

全
て

の
借

入
物

件
の

本
体

価
格

の
ほ

か
，

輸
送

費
及

び
仕

様
書

に
記

載
す

る
作

業
等

に
要

す
る

一
切

の
諸

経
費

を
含

め
た

額
と

し
，

１
月

当
た

り
の

単
価

（
本

件
借

入
れ

に
係

る

物
件

を
５

年
間

借
り

受
け

る
も

の
と

し
て

算
定

し
た

リ
ー

ス
料

総
額

の
6
0
分

の
１

に
相

当
す

る

額
）

を
記

載
す

る
こ

と
。

な
お

，
落

札
決

定
に

当
た

っ
て

は
，

入
札

書
に

記
載

さ
れ

た
金

額
に

当

該
金

額
の

1
0
0
分

の
８

に
相

当
す

る
額

を
加

算
し

た
金

額
（

当
該

金
額

に
１

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

，
そ

の
端

数
金

額
を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
）
を

も
っ

て
落

札
価

格
と

す
る

の
で

，

入
札

者
は

，
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

係
る

課
税

事
業

者
で

あ
る

か
免

税
事

業
者

で
あ

る
か

を

問
わ

ず
，
見

積
も

っ
た

契
約

金
額

の
1
0
8
分

の
1
0
0
に

相
当

す
る

金
額

を
入

札
書

に
記

載
す

る
こ

と
。

２
競

争
入

札
参

加
資

格

次
の

要
件

の
い

ず
れ

に
も

該
当

す
る

者
と

す
る

。

(
1
)

平
成

2
9
年

度
に

県
が

発
注

す
る

物
品

の
調

達
契

約
で

あ
っ

て
地

方
公

共
団

体
の

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

調
達

手
続

の
特

例
を

定
め

る
政

令
（

平
成

７
年

政
令

第
3
7
2
号

）
の

規
定

が
適

用
さ

れ

る
契

約
に

係
る

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

（
平

成
2
9
年

岡
山

県
告

示
第

5
8
号

（
物

品
の

売
買

，
修

理
等

の
調

達
契

約
に

係
る

競
争

入
札

の
参

加
資

格
，

資
格

審
査

の
申

請
手

続
等

。

以
下

「
資

格
告

示
」

と
い

う
。
）

に
定

め
る

資
格

を
い

う
。
）

を
得

て
い

る
者

で
，

格
付

区
分

が

Ａ
で

あ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。
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(
2
)

地
方

自
治

法
施

行
令

（
昭

和
2
2
年

政
令

第
1
6
号

）
第

1
6
7
条

の
４

第
２

項
の

規
定

に
該

当
し

な

い
者

で
あ

る
こ

と
。

(
3
)

こ
の

公
告

の
日

か
ら

落
札

者
が

決
定

す
る

日
ま

で
の

間
に

お
い

て
，

物
品

の
売

買
，

修
理

等
の

契
約

に
係

る
一

般
競

争
入

札
（

条
件

付
）

参
加

資
格

者
の

資
格

審
査

要
領

（
平

成
1
9
年

岡
山

県
告

示
第

3
0
6
号

）
の

規
定

に
よ

る
入

札
参

加
の

停
止

の
措

置
を

受
け

て
い

る
者

で
な

い
こ

と
。

(
4
)

こ
の

公
告

の
日

か
ら

落
札

者
が

決
定

す
る

日
ま

で
の

間
に

お
い

て
，

物
品

の
売

買
，

修
理

等
の

契
約

に
係

る
一

般
競

争
入

札
（

条
件

付
）

参
加

除
外

等
要

領
に

基
づ

く
入

札
参

加
除

外
の

措
置

を

受
け

て
い

る
者

で
な

い
こ

と
。

(
5
)

民
事

再
生

法
（

平
成

1
1
年

法
律

第
2
2
5
号

）
に

基
づ

く
再

生
手

続
開

始
の

申
立

て
が

な
さ

れ
て

い
る

者
又

は
会

社
更

生
法

（
平

成
1
4
年

法
律

第
1
5
4
号

）
に

基
づ

く
更

生
手

続
開

始
の

申
立

て
が

な
さ

れ
て

い
る

者
（

再
生

手
続

開
始

の
決

定
又

は
更

生
手

続
開

始
の

決
定

を
受

け
て

い
る

者
を

除

く
。
）

で
な

い
こ

と
。

(
6
)

納
入

す
る

機
器

に
つ

い
て

，
岡

山
県

警
察

本
部

警
務

部
情

報
管

理
課

長
の

確
認

を
受

け
た

者
で

あ
る

こ
と

。

３
競

争
入

札
参

加
資

格
の

申
請

手
続

こ
の

一
般

競
争

入
札

へ
の

参
加

を
希

望
す

る
者

で
，

２
(
1
)
の

資
格

を
得

て
い

な
い

も
の

は
，

資

格
告

示
に

基
づ

き
申

請
手

続
を

行
う

こ
と

。

(
1
)

申
請

書
の

入
手

先
，

提
出

先
及

び
問

い
合

わ
せ

先

〒
7
0
0
－

8
5
7
0

岡
山

市
北

区
内

山
下

二
丁

目
４

番
６

号

岡
山

県
出

納
局

用
度

課
管

理
班

（
岡

山
県

庁
２

階
）

電
話

（
0
8
6
）

2
2
6
－

7
5
3
8

(
2
)

申
請

書
の

提
出

期
限

平
成

2
9
年

1
0
月

1
0
日

（
火

）
午

後
４

時

４
入

札
書

の
提

出
場

所
等

(
1
)

入
札

書
の

提
出

場
所

，
契

約
条

項
を

示
す

場
所

，
入

札
説

明
書

等
の

交
付

場
所

及
び

問
い

合
わ

せ
先〒

7
0
0
－

8
5
1
2

岡
山

市
北

区
内

山
下

二
丁

目
４

番
６

号

岡
山

県
警

察
本

部
警

務
部

会
計

課
契

約
担

当

電
話

（
0
8
6
）

2
3
4
－

0
1
1
0

内
線

2
2
1
6

(
2
)

入
札

説
明

書
等

の
交

付
期

間
及

び
交

付
方

法
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ア
交

付
期

間

平
成

2
9
年

９
月

５
日

（
火

）
か

ら
同

年
1
0
月

1
0
日

（
火

）
ま

で
（

岡
山

県
の

休
日

を
定

め
る

条
例

（
平

成
元

年
岡

山
県

条
例

第
２

号
）

第
１

条
第

１
項

に
規

定
す

る
県

の
休

日
を

除
く

。
）

イ
交

付
方

法

(
1
)
の

場
所

に
て

交
付

す
る

。

ま
た

，
郵

送
に

よ
る

交
付

を
希

望
す

る
場

合
は

，
交

付
に

必
要

な
期

間
を

十
分

に
考

慮
し

，

返
信

用
封

筒
及

び
返

信
に

必
要

な
切

手
等

を
同

封
し

，
(
1
)
の

場
所

に
請

求
す

る
こ

と
。
な

お
，

交
付

す
る

入
札

説
明

書
等

は
，

縦
2
9
7
ミ

リ
メ

ー
ト

ル
，

横
2
1
0
ミ

リ
メ

ー
ト

ル
，

重
さ

1
4
0
グ

ラ
ム

で
あ

る
の

で
，

注
意

す
る

こ
と

。

(
3
)

入
札

書
の

受
領

期
限

平
成

2
9
年

1
0
月

1
8
日

（
水

）
午

後
４

時

(
4
)

開
札

の
日

時
及

び
場

所

平
成

2
9
年

1
0
月

1
9
日

（
木

）
午

前
1
0
時

3
0
分

岡
山

市
北

区
内

山
下

二
丁

目
４

番
６

号

岡
山

県
警

察
本

部
警

務
部

会
計

課
分

室
（

岡
山

県
庁

地
下

１
階

）

５
そ

の
他

(
1
)

入
札

及
び

契
約

手
続

に
お

い
て

使
用

す
る

言
語

及
び

通
貨

日
本

語
及

び
日

本
国

通
貨

(
2
)

入
札

保
証

金

岡
山

県
財

務
規

則
（

昭
和

6
1
年

岡
山

県
規

則
第

８
号

）
第

1
3
1
条

及
び

第
1
3
3
条

の
規

定
に

よ
る

。

(
3
)

契
約

保
証

金

岡
山

県
財

務
規

則
第

1
5
3
条

及
び

第
1
5
5
条

の
規

定
に

よ
る

。

(
4
)

入
札

者
に

要
求

さ
れ

る
事

項

こ
の

一
般

競
争

入
札

に
参

加
を

希
望

す
る

者
は

，
入

札
書

を
受

領
期

限
ま

で
に

提
出

す
る

と
と

も
に

，
入

札
説

明
書

に
示

す
書

類
を

作
成

し
，

平
成

2
9
年

1
0
月

1
0
日

（
火

）
午

後
４

時
ま

で
に

，

入
札

説
明

書
で

示
す

場
所

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

ま
た

，
入

札
参

加
希

望
者

は
，

契
約

担
当

者
か

ら
提

出
し

た
書

類
等

に
関

し
説

明
を

求
め

ら
れ

た
場

合
に

は
，

そ
れ

に
応

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

(
5
)

入
札

の
無

効

こ
の

公
告

に
示

し
た

競
争

入
札

参
加

資
格

の
な

い
者

の
し

た
入

札
，

入
札

者
に

求
め

ら
れ

る
義
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務
を

履
行

し
な

か
っ

た
者

の
し

た
入

札
そ

の
他

岡
山

県
財

務
規

則
第

1
4
0
条

各
号

に
掲

げ
る

入
札

に
係

る
入

札
書

は
，

無
効

と
す

る
。

(
6
)

契
約

書
作

成
の

要
否

要

(
7
)

落
札

者
の

決
定

方
法

岡
山

県
財

務
規

則
第

1
3
7
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
決

定
さ

れ
た

予
定

価
格

の
制

限
の

範
囲

内

で
最

低
の

価
格

を
も

っ
て

有
効

な
入

札
を

行
っ

た
者

を
落

札
者

と
す

る
。

(
8
)

そ
の

他

詳
細

は
，

入
札

説
明

書
に

よ
る

。

６
S
u
m
m
a
r
y

(
1
)

N
a
m
e

a
n
d

q
u
a
n
t
i
t
y

o
f

t
h
e

p
r
o
d
u
c
t
s

t
o

b
e

l
e
a
s
e
d

:

P
e
r
s
o
n
a
l

C
o
m
p
u
t
e
r

7
3
8

s
e
t
s

(
2
)

L
e
a
s
e

p
e
r
i
o
d

:

F
r
o
m

１
F
e
b
r
u
a
r
y
,

2
0
1
8

t
h
r
o
u
g
h

3
1

J
a
n
u
a
r
y
,

2
0
2
3

(
3
)

D
e
l
i
v
e
r
y

p
l
a
c
e

:

S
p
e
c
i
f
i
e
d

i
n

t
h
e

b
i
d

e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n

f
o
r
m

(
4
)

T
i
m
e

l
i
m
i
t

f
o
r

t
e
n
d
e
r

:

４
:
0
0

P
.
M
.

1
8

O
c
t
o
b
e
r
,

2
0
1
7

(
5
)

C
o
n
t
a
c
t

p
o
i
n
t

f
o
r

t
h
e

n
o
t
i
c
e

:

F
i
n
a
n
c
e

S
e
c
t
i
o
n
,

O
k
a
y
a
m
a

P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l

P
o
l
i
c
e

H
e
a
d
q
u
a
r
t
e
r
s

２
－

４
－

６
U
c
h
i
s
a
n
g
e
,

K
i
t
a
－

k
u
,

O
k
a
y
a
m
a
－

s
h
i
,

O
k
a
y
a
m
a
－

k
e
n
,

7
0
0
－

8
5
1
2
,

J
a
p
a
n

T
E
L

0
8
6
－

2
3
4
－

0
1
1
0
,

E
x
t
.
2
2
1
6
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